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地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針について 

 

 

 地方分権の推進が実行の段階に到り、地方自治が新しい時代を迎えようとしている今日、

高度化、多様化する住民ニーズに即応し、豊かさとゆとりを実感できる地域社会を築き上げ

ていくため、地方公共団体の果たすべき役割は今後ますます重要になることが見込まれま

す。  

 このような状況に適切に対応するためには、地方公共団体の職員一人ひとりが、全体の奉

仕者であることを改めて自覚し、意欲を持って職務に取り組むことはもとより、住民に身近な

行政サービスの担い手としての心構えや効率的な行政運営を行うための経営感覚を身につ

けることが一層求められており、そのため、各地方公共団体においては、時代の変化に対応

する人材の育成を積極的に推進していくことがますます重要になってきております。  

 こうしたことから、この度、「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進の

ための指針」（平成９年１１月１４日付け自治整第２３号）において、職員の能力開発を効果的

に推進するため、人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を各地

方公共団体が策定することとされているところであります。  

 つきましては、平成８年度の地方行政運営研究会第１３次公務能率研究部会における研究

成果や先進的な事例等を踏まえ、各地方公共団体が基本方針を策定するに当たっての指針

として、別紙「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針」を作成しましたので通

知します。  

 なお、自治省と致しましても、引き続き、人材育成に関する財政措置の充実、人材育成施策

についての各種調査研究成果の提供等に努めて参りたいと考えております。  

 おって、貴都道府県の市区町村に対しても、本通知の趣旨を周知し、その徹底を図られるよ

うお願いします。 

http://www.soumu.go.jp/news/971127b.html

